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件     名 

 
由良川の下流域の堤防除草で発生した 

刈草でつくった堆肥『加佐のめぐみ堆肥』 

を無償提供します！！ 

  
概     要 

 
 
 
 
 
 

●由良川ではこれまで堤防除草に伴い発生した刈草をロール化し、無

償提供を行ってきました。今回、更なる処分費の削減と資源の有効活

用のために由良川下流域で発生した刈草で堆肥をつくり『加佐のめぐ

み堆肥』と命名し、希望される方に無償提供を行います。 

 約４０m3 を提供させて頂きます。事前申し込みは不要で、先着順

とさせて頂きます。  

●提供日 ：平成 30 年 4月 26 日(木)・27 日(金) 

 提供時間：9時～11・14 時～16 時（両日とも） 

 提供場所：舞鶴市八田地区由良川堤防敷地 

［大川橋左岸（西詰）の下流（北側）］ 

 

  

 

取  扱  い 
 

 
 
 

  
 
配 布 場 所 

 

 

福知山市政記者クラブ 

舞鶴市政記者クラブ 

宮津新聞記者クラブ 

 
  

問 合 せ 先 
 
 
 
 

国土交通省  近畿地方整備局 福知山河川国道事務所 

副 所 長   小長谷 健 

河川管理課長   弓場 茂和 
ＴＥＬ ０７７３（２２）５１０４（代） 

 

 

 



舞鶴市八田地区 由良川河川管理地

福知山河川国道事務所では、川の維持管理の為に定期的に堤防の除草を行っています
が、資源の有効活用と処分費の削減のため、堤防除草を行った刈草から堆肥を製作し
ましたので、その堆肥を無料で配布します。堆肥には農薬を使用しておりませんので、
野菜の土壌づくりやお庭のガーデニング等にぜひご活用ください！

配布日 ：平成３０年４月２６日（木）
４月２７日（金）

配布時間：９時～１１時・１４～１６時

配布場所：舞鶴市八田地区 由良川河川管理地
問い合わせ先 国土交通省 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所 舞鶴出張所
〒６２４－０９１２ 舞鶴市上安１９２５
TEL ０７７３－７５－１００１ FAX ０７７３－７５－７５４９

事前申込は不要です

至 東舞鶴
方面
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【配布場所位置図】

配布場所：舞鶴市八田地先

製作した堆肥

出典：国土地理院ＨＰ

至 宮津方面



無料配布
事前申込は不要です。堆肥の配布は先着順とし、
無くなり次第終了とさせていただきますので、

あらかじめご了承ください。

配布方法：下記方法にて配布しますので、各自でお持ち帰り下さい。

持ち帰りに必要な道具（袋・スコップ・フォーク等）をご持参ください。
現地で袋等は用意しておりません。

福知山河川国道事務所では、資源のリサイクル・焼却処分量減に伴うCO2の削減、処分費
の削減を図るため堤防の刈草を堆肥にしています。
由良川筋の舞鶴市域は、舞鶴市合併前は「加佐町」でした。現在もその名は残り、旧加佐
町域は「加佐地区」と呼ばれており、その「加佐地区」の刈草を使い、堆肥を製作しまし
たので、【加佐のめぐみ堆肥】と命名しました。農薬等を散布しない堤防の草を材料にし
た良質な堆肥です。
是非、花壇や家庭菜園等でご使用ください。

※注意事項※ ・大変混み合う可能性がありますので時間に余裕を持ってお越し下さい。
・無料配布のため、返品・苦情には対応しかねますので予めご了承下さい。
・各自の責任で使用し、不要となった場合は適切に処分して下さい。
・配布場所が狭いので、持ち帰り時間帯を調整させて頂く場合がございます。

堆肥は各自で積込作業を行っていただきますよう、よろしくお願いします。
小雨決行で、荒天の場合は順延とし、福知山河川国道事務所HPで前日18時
までにお知らせします。(ご不明な場合は舞鶴出張所までお問い合わせ下さい。)

至 舞鶴市街
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【配布場所への入り方】
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由良川



堆肥を受け取った方は、以下の誓約事項に同意したものと見なします。

堆肥を受け取る前に
必ずお読み下さい

誓約事項

◆私は受け取った堆肥を有価物として使用し、転売
を行いません。

◆堆肥の使用にあたっては、私が一切の責任を負い、
不法投棄等違反行為のないよう責任を持って管理し
ます。

◆堆肥のなかに、草の種子やゴミの混入等、
いかなる事態があっても不服申し立ては行いません。

◆堆肥の積込、運搬、その他の作業は全て自己責任
でおこない、堆肥の使用に際し、万が一、怪我等
が生じた場合でも不服申し立ては行いません。

私は堆肥の受け取りに際し、上記誓約事項を遵守します。



加佐のめぐみ堆肥は、
由良川の堤防の刈草を集めて作っています

地図を貼り付け

刈草堆肥ができるまで

問い合わせ先
京都府舞鶴市上安１９２５
福知山河川国道事務所 舞鶴出張所

TEL：０７７３－７５－１００１

①堤防除草(6～9月) ②刈草ロール搬入(9月)

③撹拌(9～12月3回程度) ④完成(1月)

加佐のめぐみ堆肥の原料（刈草）の
主な発生場所（堤防の除草範囲）

※この他に舞鶴市域の由良川河川管理地の刈草も含みます。

肥料取締法に基づく表示

肥料の名称：加佐のめぐみ堆肥
肥料の種類：堆肥
届出をした都道府県：京都府
表示者の氏名又は名称及び住所：
国土交通省近畿地方整備局
福知山河川国道事務所
舞鶴出張所長 廣澤 元彦

正味重量：
生産した年月：
原料：刈草
主要な成分の含有量等：
窒素全量 ０．４６％
りん酸全量 ０．２１％
加里全量 ０．２６％
炭素窒素比 ９．２
水分含有量 ７７．９％


